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東彼杵町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱 

平成２８年４月１日 

要綱第３８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化

対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した夫婦に対し、予算の範囲内で補助

する東彼杵町結婚新生活支援事業費補助金（以下「補助金」という。）について、東彼杵

町補助金等交付規則（平成１６年規則第２２号）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 新婚夫婦 夫婦の婚姻日における双方の年齢が３９歳以下の夫婦であり、第５条

に規定する交付申請または第８条に規定する資格認定申請年度（以下、「当該年度」と

いう。）の前年度の１月１日から当該年度の３月３１日までの間に婚姻届を提出し受理

された夫婦をいう。ただし、夫婦の最新の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を差し

引いた金額が５００万円未満であること。 

ア及びイ 削除 

（２） 住宅取得費用 婚姻を機に新婚夫婦が町内の住宅を取得するために支払った費用

をいう。ただし、婚姻日より前に取得した住宅については、婚姻日から起算して１年以

内に婚姻を機として取得した住宅であること。 

（３） 住宅のリフォーム費用 婚姻を機に新婚夫婦が町内の住宅をリフォームする際に

要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設

備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽

等の外構に係る工事費用を除く。また、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、

婚姻日から起算して１年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームである

こと。 

（４） 引越費用 婚姻を機に行った町内住宅への引越費用のうち、引越業者又は運送業

者へ支払った費用をいう。 

（５） 民間賃貸住宅等 新婚夫婦のいずれかが住宅の所有者との間で自己の居住の用に

供するために賃貸借契約を締結した町内の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 
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ア 町営住宅（特定公共賃貸住宅及び地域活性化住宅を除く） 

イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅 

ウ 新婚夫婦の１親等の親族が所有している住宅 

（６） 住宅賃借費用 婚姻を機に新婚夫婦が町内に賃借した民間賃貸住宅等に係る費用

のうち、賃貸借契約に定められた賃借料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。

ただし、管理費、駐車場使用料その他の住居以外の費用を除く。 

（７） 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当等

の月額をいう。 

（補助対象世帯） 

第３条 補助金の交付を受けることができる夫婦（以下「補助対象夫婦」という。）は、新

婚夫婦であって、以下のいずれにも該当する夫婦とする。 

（１） 補助金の交付申請日において、新婚夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、申請

に係る住宅（以下、「当該住宅」という。）となっていること。ただし、第8条の資格

認定申請においては、この限りでない。 

（２） 削除 

（３） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による住宅扶助その他の公的制

度による家賃補助等を受けていないこと。 

（４） 新婚夫婦の一方又は双方が過去に国の「地域少子化対策重点推進交付金」の活用

に基づく補助金（他の地方自治体が実施するものを含む。）の交付を受けていないこと。 

（５） 新婚夫婦又の一方又は双方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請

のある者でないこと。 

（６） 補助金の交付を受けた日から１年以上東彼杵町に定住する意思があること。 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、当該住宅に係る住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、引越費用、

住宅賃借費用の合計額のうち、当該年度内に現に支払った額から住宅手当を控除した額

（以下、「補助対象経費」という。）とする。ただし、婚姻日における年齢が夫婦ともに

２９歳以下の場合１世帯当たり６００，０００円を限度とし、婚姻日における年齢が夫婦

ともに３９歳以下の場合１世帯当たり３００，０００円を限度とする。また、１，０００

円未満は切り捨てるものとする。 

２ 当該年度に受けた補助金の額が、前項に定める額に満たない場合は、翌年度にその残額
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と翌年度内に現に支払った補助対象経費とを比較して低い方の金額を申請することがで

きる。 

３ 前項の規定にかかわらず、翌年度の補助金の交付申請より前に、次の各号に規定するい

ずれかの事由により資格の喪失があったときは、その事由の発生した日の前日までに現に

支払った額を補助対象経費とする。 

（１） 前条に規定する補助対象夫婦の要件を有しなくなったとき。 

（２） 補助対象夫婦が離婚したとき。 

（３） 補助対象夫婦のいずれか一方が当該住宅から転居したとき。ただし、子どもの出

産又は出産予定、仕事の都合等による一時転居の場合を除く。 

（４） 補助対象夫婦又は補助対象夫婦のいずれか一方が死亡したとき。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助対象夫婦が、補助金の交付を受けようとするときは、東彼杵町結婚新新生活支

援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請し

なければならない。 

（１） 新婚夫婦の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書 

（２） 住宅取得費用を申請する場合においては、売買契約書又は工事請負契約書等の写

し 

（３） 住宅のリフォーム費用を申請する場合においては、工事請負契約書又は請書の写

し 

（４） 住宅賃借費用を申請する場合においては、賃貸借契約書の写し 

（５） 前条第１項に定める補助対象経費を支払ったことが証明できる書類 

（６） 住宅手当が確認できる書類 

（７） 所得証明書 

（８） 貸与型奨学金の年間の返済額が確認できる書類 

（９） その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定等） 

第６条 町長は、第４条第１項及び同条第２項の規定による申請があったときは、当該申請

に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の可否を決定し、

その旨を通知するとともに、補助金の交付を決定した者にあっては、併せて補助金の確定

額を通知するものとする。 

（補助金の変更及び取消し） 
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第７条 町長は、補助対象夫婦が不正に補助金の交付を受けていた場合は、第５条の規定に

より決定した内容について、変更し、又は取り消すものとする。 

（資格認定） 

第８条 第２条第１号及び第３条の要件を満たす夫婦であり、当該年度内に交付申請を行う

ことが困難なものは、東彼杵町結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書（様式第５号）

に同条各号に掲げる書類のうち、必要な書類を添えて当該年度の３月３１日までに町長に

提出しなければならない。 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 


